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第 2章　パネルディスカッション

「非血縁家族を取り巻く状況の日仏比較と今後の展望」
パネリスト：中村正、高橋恵里子、安發明子

司会：徳永祥子

司会　それでは引き続きパネルディスカッションに移らせていただこうと思い
ます。今日パネルディスカッションの司会進行を担当させていただきます立命
館大学の徳永です。よろしくお願いします。
先ほどの 2部では日本の現状とフランスの状況をかなり集中的にお話しをし
ていただいたところですが、おそらく今はすごい情報が皆さんの頭の中であっ
て、ため息をなんか強制的につかされているようですけれども、消化不良に
なっている方ももしかしたらおられるかもしれませんので、ここでお隣の方、
後ろの方、斜めの方、せっかくこの場にお集まりいただきましたので、自己紹
介とかも含めてまずは専門家として、あとはいろいろフランスの状況も教えて
いただいたのですけれども、1市民として皆さんが感じるところ、考えたとこ
ろなんかをお隣の方と 10 分ほど感想なんかをシェアする時間にしようと思い
ます。それでは 45 分までどうぞご自由にストレスをリリースしてください。

司会　それではお時間になりましたが、いかがですか。少し考えが消化できた
ならよかったかなと思いますが、ここで一旦中村先生の方から、いろいろな補
足であるとか先生のお考えなんかもご発言いただこうと思います。

中村　いま皆さんが話をされたことについてあとで質問も交えてシンポジウム
を展開したいと思います。
私は立命館の教員の中村といいます。よろしくお願いいたします。社会病理
学・臨床社会学という領域を専門にしています。現在は暴力を振るう加害男性
への暴力臨床をおこないながら研究しています。DVと虐待の男性が多いです。
また 10 年程、スーパーバイザーとして少年刑務所でも働いていました。いろ
んな形で脱暴力についての仕事と臨床の場も自分で作りながらやっています。
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虐待親の、先ほどの安發さんの話でいうと親支援と重なるテーマに取り組ん
でいたことが重なります。虐待する親たちへのアプローチです。虐待防止の制
度では「家族再統合」とよんでいます。虐待があると親子分離が行われます。
その間、社会的養育が機能します。施設養育中心だったものを里親やファミ
リーホームへと切り替えが進行しています。
安發さんの話に戻ります。国際比較の場合、何と何を比較しているのかとい
う点が大切となります。比較の仕方や原理は難しいなと思います。今日の切り
取り方で社会的養育の話をしてもらっているのですが、学ぶべき点はやっぱり
フランスでは「子どもの権利」というのが中心に座っているなということで
す。日本では親や家族中心という様相が強いです。
時代の課題とともに貧困、戦争、DV、虐待、ひきこもり、家庭内暴力等と
して社会的養育が社会の主題になってきた歴史があります。現在は家庭内暴力
問題とリンクして社会的養育が焦点になっています。テーマは子ども虐待で
す。安發さんの話だと「注意がいる子ども、心配な子ども」という言い方でし
た。厚労省のデータですが、社会的養護、つまり代替え養育サービスを受けて
いる子どもの約 6割に被虐待経験があるとなっています。
虐待経験があるので、そこからどうやって自立していくかという支援の課題
になります。保護されたあとの養育上の心理的、社会的課題が大きいわけで
す。アタッチメント問題、家庭的養育、永続性の課題、人間関係の再構築、学
力保障等がからまりあっています。民法改正で 18 歳成人となったので、18 歳
の自立へ向けて社会がどう責任をもてるのかが普遍的な課題にもなっているな
かでの社会的養育となります。
社会的養育の可能性を現実のものにしていく際に、それを媒介するエージェ
ンシー、専門職が大切になります。いきなり脱施設・反施設にならないわけな
ので、徐々にどう切り替えていくかという課題です。その中で、拠点になって
いく乳児院の取り組みも先進的として話されたり、それを自治体がバックアッ
プして明石市の例が話されたり、徐々に日本社会も変化している様子が理解で
きます。その変化を貫いている理念が大事で、子ども中心という「子どもの権
利条約」を実質化するのはどうするかという点の分かりやすい焦点として、こ
の社会的養育があるかなと思って整理をしています。
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先ほど冒頭に、今の大学はこうした社会課題のなかの、とくに専門職の要請
の課題に応答できないのではないかと話をしました。安發さんはそこに反応し
てくれて、それで大学が社会人を受け入れて、こうしたフォスタリングソー
シャルワーカー養成はできにくいとうという話をしたら、驚いていました。フ
ランスではできているというのです。つまりフランスの大学教育や高等教育
は、プロフェッショナルをどう養成するかということがずいぶん組み込まれて
いるので、社会実習的な要素がかなり入り込んでいるので、大学が社会の要請
に応えられないというのはあり得ないですと話されるのです。となると大学教
員としては考え直さなければだめだということになります。日本の大学が社会
から逃げているなということです。社会から逆に信用されていないのかもしれ
ません。
日本の大学は社会人のニーズに応答できていないのです。もちろんしかし単
にケースワークのスキル教育があればいいというわけもありません。職業教育
といっても社会のニーズに根ざしてというだけではなく社会的価値の実現とい
う理念が組み込まれるべきでしょう。そこに子ども中心という理念が正面に
座っていて、理念、援助技術、制度や政策などが総体として学べることがいい
のでしょう。エビデンスもきちんと出せるという、そこに学術の価値があるな
というところから始まり議論をしていました。それはフォスタリングの概念が
広いのですね。子どもだけなのですかという話をしていたんです。そうしたら
認知症のお年寄りも家庭で預かります、障害のある人も家庭で預かりますと。
何て言うんでしたか。フォスタリングではない…

安發　里親ですね。なぜかというと、里親自体が家族アシスタントという言い
方をするので、なので親じゃないから、だから自分より年上の人を預かるとい
うことももちろんあります。

中村　というところにまたさらに行きついたのです。だからケアという文脈で
社会的養育を社会のなかで理解すると、虐待の課題がある家族の子どもや何ら
かの社会的な理由がありで生みの親が育てられない子どもだけを社会的にケア
するのではなく、もっと広いということになりますね。社会的養育をケアと置
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き換えていく必要をフランスの話を聴きながら考えさせられたのです。だんだ
ん考え方が狭くなってきているのです。そうすると認知症のあるお年寄りであ
れ、障害のある人であれ、地域で暮らすためには施設ではなくて家庭的なとこ
ろで暮らすような仕組みがもう一回り大きくできあがっている必要がありま
す。子どもだけじゃないんだという話を事前の打ち合わせでもしてくれていま
した。
そしたらまた混乱しまして、これらはいったい何だと言えばいいのだろうか
ということで、行きついたのが「かかりつけファミリーソーシャルワーカー」
なのです。その家にいろんなニーズがある、ライフステージが多様にあるの
で、ライフステージごとにニーズはいっぱい出てきますよね。
さらにそれを支えているのが権利を保障する司法の機能なのです。それは権
利を守るためです。権利を守るためにジャスティスの方が一元的に、たぶん管
理をしているのでしょう。1裁判官 1家族主義というのが成立している。つま
り裁判官がいて、たぶん家庭裁判所のようなところがきちんとその家族のニー
ズに目を向けて、単に触法行為だけではなくて、権利を守るためにその家にか
かりつけファミリーソーシャルワーカーがいて、今はたぶん成年後見的なこと
もするんでしょう。いろんなことをしながら権利を守る。しかしその中には非
行だとか特別支援ニーズがあったりとかそういうのがあるので、そういう作業
もすることになります。
1裁判官 1家族主義というのは、私はアメリカの薬物やアルコールやDV・
虐待を担当する特別裁判所から勉強したことなのですけれども、こういうよう
ないろんな仕組みがそこにできているということを踏まえて安發さんの話を理
解しないと、何か都合のいいところだけ切り取って日本の虐待対応に持ってこ
ようとしているのかなと思うと、聞き間違うなと思ったのです。
ということで、来年度フランスに調査に行こうと思っています。そんなこと
を思うぐらいにずいぶん勉強になりました。かかりつけファミリーソーシャル
ワーカーがいて、それを日本の家庭裁判所のようなところが、権利の保障のた
めに一元的にそれらを地域で支えているのかなということが聞きたかったこと
です。日本財団は社会の責任というか市民社会の責任のようなところを引き受
けているなと思います。実に先駆的にまとめてくれている様子が高橋さんの話
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から伺えました。いつもリスペクトしているのですが、今後どこに引っ張って
いくのかというのをさらに展望として話をしてほしいのです。
ということで、どうしても子どもだけの話になってしまっている。子どもの
話でもいいんですけれども、そういう理解の上で子どものことを切り取るとど
ういうことかな、というのがポイントになるかと思って聞かせてもらったので
す。皆さんが質問を出されるためにも今のような理解がいいのかどうか、ある
いはもっと補足があればしてほしいなと思います。

安發　1裁判官制度についてあまり詳しくないので、ちゃんと今お答えできな
いのですけれど、かかりつけソーシャルワーカー制度というのは確かにそうい
う形で広く家族全体を見ているのですけれども、子どもを保護するとか子ども
についてみんなでチェックするというときには、ソーシャルワーカーがメイン
になるかどうかというのは、その場に応じてなのです。
例えば 3カ月の子と 3歳の子と 16 歳の子の 3人兄弟がいる家のうちの、誰
か例えば 16 歳の子がちょっと暴力的だということで、例えばクリップの例な
んかが入ったとします。そうしたらそれぞれに関わっている…だから 3カ月
だったら妊産婦センターかもしれないし、3歳の子だったら学校か幼稚園かも
しれないですし、16 歳の子だったら高校、それぞれのソーシャルワーカーた
ちが連絡しあって、誰が一番この家族の近くにいるのかということを探すので
す。そしてその中の 2人、それぞれ違うポジション、違う職業で違う機関に勤
めている人がメインとなって、その 3人の兄弟に関わっている全てのワーカー
や専門職から情報を集めて、つまり家族が例えば生活保護を受けていたら生活
保護のワーカーからも連絡をもらいますし、親が例えば精神病だったとしたら
そのお医者さんからも連絡をもらって、その 2人が情報を全部まとめて、こう
いう方向性がいいんじゃないですかというふうにしてに連絡をあげるというも
ので、その場合はもし学校の心理士が一番近くにいて、もう 1つ他の学校の
ソーシャルワーカーが近くにいて、その 2人がメインだとしたら、かかりつけ
ソーシャルワーカーの方は普段その兄弟と関わりがどちらかといえば遠いの
で、彼からもヒアリングして、例えばおばあちゃんの様子はどうだったとか、
お父さんはかつて刑務所に入っていたとかいうことがあったとしたら、そうい
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う情報も全部取るんですけれども、でもその場合はその選ばれた 2人がメイン
となって動きます。

中村　高橋さんの話と重ねると、日本財団の先駆的取り組みはそういうことを
意図していたんだなというふうに考えられるのです。厚生労働省のやってない
ことというか、国の施策の一歩先をいろいろ見ながら取り組みをしていること
がよく理解できたのです。
いま述べたようなことを、虐待とかニーズのある子どもの話についてのこと
だと思いましたが、精神障害を含めた障害全般とかいろんなテーマでクリップ
というのは動いているとすると・・・

安發　クリップは子どもについてです。

中村　そうですね。そういうチームができていて、

安發　地区会議というのでやります。

中村　日本の要保護児童対策地域協議会みたいなのでしょうか。社会病理の領
域のことですが、イギリスに性犯罪の立ち直りの調査に行ったときに、
Circles UK というチャリティー団体に行ったんですね。出所者が 1人出てく
ると、その人を支える 6人のかなり専門的なボランティアが支えていくので
す。出所後 2年間に再犯率が高くなるので、刑務所から出てくると人間関係が
切れやすいので、2年間集中して 365 日 24 時間、お話しボランティアからハ
ローワークに付き添ったり、住居を探したり、いろんなことをする「サーク
ル」ができるのです。当事者のいろんなニーズを汲み取ったり話し合ったりし
ていきます。何か社会復帰のプログラムがあればいいというのではなくて自立
の計画を立てていきます。何かプログラムがあればいいと思っているわけでは
ありません。当事者の回復とかやり直しのプロセスに寄り添いながら、その人
の個性に合わせながらというのがうまくできているなと思って調査をしていま
した。聞きたいのは性犯罪のことではないですけれども、そういう「サーク



54

ル」みたいにしてその人を囲んで、より良きチームにといいましょうか、たぶ
んコスト計算すると「納税者」にという意味も出てくるのでしょうけれども、
そこがうまく機能しているなと思いました。結構コストのことも反映されてい
たのですね。いろんなソーシャルサービスが多様に動いているなと思いまし
た。

安發　今のその出所者の話で、例えば施設の子どもについても「ゴッドファー
ザー・ゴッドマザー」という人がいて、日本にもあるかもしれないのですけれ
ども、施設の子どもたちが週末その人たちのところへと。それは完全にボラン
ティアなのですけれども、それでも児童相談所とかとやり取りを経て決まるの
ですけれども、その子どもたちが気が合ったら、その家族がゴッドマザー・
ゴッドファーザーとして、親代わりに週末一緒に過ごしたい、クリスマスにプ
レゼントをもらったり、だから自分たちのことを気にしてくれる夫婦だったり
そういう制度があるのと、あとフランスで言う言葉としては「社会的臍帯」と
か「社会の絆」ということを言われていて、なので全市民がそういった活動を
したいことがあったら、子どもでもいいし高齢者にしてもそういうことを活動
できるように、市役所自体が例えばボランティア活動を呼び掛けたり、市の
ソーシャルワーカーが、子どもについて関わりたいのであればこういう団体が
あってこういうふうにしているよとか、ボランティアを 1日体験しないかと
か、団体を選ぶのってちょっと難しいと思うのですが、市のボランティアだっ
たら参加しやすいじゃないですか。なのでそういう糸口を行政から提案してい
るというような部分があります。

高橋　さっきお話を聞きながらいろいろ考えていたのですけれども、フランス
はすごく子どもを中心としたサービスができていて、本当にすごいなと思って
いて、たぶん日本のいいところは、逆に機能している家族ってそこそこあるん
ではないかと思っていて、フランスは移民の方も多いし、そういった部分が日
本ではまだ少ないし、家族が機能しているところもあるのかなと思いながら聞
いていました。だからと言って家族の問題がもちろん日本でないわけではな
く、最近虐待の報道なんかもかなり多いですけれども、もちろん昔から当然
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あったものが出てきているということなのではないかと思います。
私が日本を見ていていつもすごく思うのは、ソーシャルワークというものへ
の専門性が社会で認識されていないということが非常に問題だなと思っていま
す。それが海外の人と話すとすごく感じるところであって、社会福祉士という
資格はありますけれども、実際ソーシャルワークをしている人がそれを持って
いなくても別にできますし、じゃあ児童相談所とか市とかで働いている方も必
ずしもそれを持っていない。そういうふうに言うと結構びっくりされます。
やっぱり医者は医者、学校で働いている方は先生というふうに比べると、圧
倒的にそこの専門性が足りないという部分を日本はやっぱり変えなければ、今
後の改善はないのかなと思っています。
厚労省でももちろんそういった問題は認識されていまして、いま家庭に関す
る専門性をどうやって確保するか、資格を作るのか、というのは一応検討会は
されていますので、そちらの方の結果を期待しています。
あとはすごくいいなと思ったのは、実動支援のサービスがすごくバラエティ
があるというか、日本で話していて例えば気になる子がいるとか、「放置死」っ
て嫌な言葉ですけれども、親がみてない子がたまに家に来たりとか、たぶん海
外であれば通報されるような子だけれども、児童相談所に通報するのって結構
普通の人にはすごく勇気がいるし、学校の先生だってそんなに児相に通報とか
はなかなかできないと思うのです。そういった中で市町村レベル…クリップと
いうのは区とかそういうレベルですか。

安發　県が全部その情報を統括して、そしてその判断が全部決まってから児相
にその子どもを紹介して、児相が子どもに適したサービスに割り振ると。

高橋　たぶん私、完璧にまだ理解できていないと思うのですけれども、だけど
さっきおっしゃったようなリスクがある子であれば、家庭に例えば支援してく
れる人が来るとか、そういうサービスって日本にないので、やっぱりそれを
作っていくことって必要だなと思います。
あとは子どもの権利の話が何回かお話で出てきて、日本でも子どもの権利条
約は 25 年前に批准しているので変わらないというふうにおっしゃっていたの



56

ですけれども、日本は子どもの権利条約を批准したときに国内法の整備を全く
しなかったので、子どもの権利を書いている法律というのは実はほとんどない
のです。児童福祉法の改正が平成 28 年にされたときに確かに理念には入りま
したけれども、子どもの権利っていわゆる一般権利と言われている 4つが、生
命と、差別の禁止と、子どもが自分の意見を言えてそれが尊重されるという権
利と、子どもの最善の利益を Paramount constellation で一義的に考えるとい
うものですけれども、これが子どもに関係するあらゆる場面でじゃあ守られて
いるかというと、全然そんなことはなく、それをきちんと法律に書くというこ
とがいるのかなと。それがないがゆえに、子どもの権利というものへの感覚が
非常に薄いような気が私はしていまして、特に社会的養護とか虐待なんていう
のは、民法に親権が書いてあるのに対し、その親権と子どもの権利というのが
非常にぶつかる場なのです。その中で親権というものが法律にきちんとある、
子どもの権利についてはまだ書かれていない、その中で親権の方が優先されて
しまうということが多いような気がしておりまして、そこはやっぱり解決する
必要があるのかなと思っております。

司会　ありがとうございます。それではここでフロアの方からも質疑の方を取
ろうと思いますが、質問のある方いかがでしょうか。どなたからでもどうぞ。

質問者　フランスの仕組みがまだまだ分からなさすぎるのですが、いま話に
あったところでいくと、在宅に実親家庭にいながらにして、そのゴッドファー
ザー・マザーを活用するみたいなところで、日本でいうと施設の子どもたちが
施設から週末里親というのを活用しているけれども、それは在宅に帰ったらそ
ういう活用はできないということが 1つあると思うし、在宅支援で言うショー
トステイみたいな短期預かりという制度はあるけれども、それもすべて受け入
れ先がないと利用できないというような状況で、本当に必要とされている家庭
が利用できないところの矛盾というか、そういうことがあるし、あとは民間団
体で予防に対する取り組みとして何かをやりたいと思っている団体はあるけれ
ども、それとなかなか行政で必要だとキャッチしている市と民間団体というと
ころの情報のやり取りというか、なかなかつながりが持てないという難しさが
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あるなというのを感じているのですけれども、フランスでは行政と民間がすご
くたくさんあって機能されているのだろうなと思うんですけれども、そのあた
りの仕組みをもう少し教えていただけたらなと思います。

安發　すみません、行政と民間のところの話をもう一回していただけますか。
その分からないところ、行政と民間のやり取りがうまくいかないか、民間がや
りたいのに行政が…

質問者　私が知っている民間団体でも、こういうことを自分たちは支援として
例えば出産前からの支援として入りたいと思っているけれども、なかなか情報
がもらえないから実際やりたい人への支援ができないみたいなことがあって、
そういうのがフランスではたぶんもう確立されているのだろうなと思うのです
けれども。

安發　小さい団体が大きいところから、例えば 1つのセクションから離れたと
かそういうことがあったりしたら、やっぱり最初は行政に PRして、こういう
ところがあるから委託先に選んでくださいねというやり方です。

質問者　行政からの委託というシステムがしっかりとなされているという形で
すね。

安發　でも競争なので、あまりいい評判がもらえないと、やっぱり解散せざる
を得ないというようなこともあります。

質問者　そういう民間をもっと活用できるようなシステムって、日本ではどう
いうふうにできていくのかなというのが 1つと、日本は本当に予防が足りない
なというのは、フランスの取り組みを聞いているとぜんぜん手が足りてないと
いうか、実家庭で子どもたちがしっかりと育つということに対する支援がもっ
とあれば、地域支援としてもっとあれば、その地域で子どもたちが生活してい
けるというのはすごく強く感じているのですけれども、そこが全然足りなく
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て、それがどういうふうに作っていけるかというのは本当に課題なのだろうな
と思っております。
フランスの状況としては、保護を必要とされる子がいたときに、子どもが場
所を選べるみたいなことがあったと思うんですけれども、その中で例えば即日
保護みたいになったときっていうのは、それはここに行きますみたいなのはあ
る程度決まっていたりするのですか。

安發　緊急保護所もありますし、緊急里親もいますし、あとはあまりにも子ど
もが里親はだめだというような選択はできます。

質問者　一旦は緊急の里親さんとか保護所に行くと。里親さんの中でも緊急を
受け入れる人と、それは日本でもそうだと思いますけれども、ある程度長期的
な…。

安發　長期のところの方が評判がいいというか、いい里親さんのところにはで
きれば長期で入る子を入れたくて、なのでどちらかというと緊急に入るという
ことは、そこまでワーカーさんの優先順位が高くないところが緊急になりがち
です。そうすると緊急の場合は丸々 17 万円貰えるわけではなくて、受け入れ
た日数分だけベースとなる 6万円に加算されるので、里親さんもちょっと気づ
いて他のところに登録しますとかいうのもあります。

質問者　職業としてというところが大きく違うなというのは感じました。

安發　先ほどの週末のショートステイについてなのですが、例えば施設とか里
親宅から在宅に戻ったあとも、例えばその子どもの希望で学校がある 4日間は
家で、でも週末に家にいると親と喧嘩してしまうから週 3日は施設とか里親に
行く。あとは学校に行ってる 4日間もうまく過ごせないことがあるから、1時
間は教育者に来てほしいとか、そういったことを臨機応変にすることができま
す。
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質問者　そういった調整っていうのはどこがするのですか。

安發　児童相談所です。

質問者　それは児童相談所がすると。

安發　児童相談所は、主に子どもたちはどこが一番適しているか割り振ってい
きまして、その割り振った先のアソシエーションと民間団体が調整をしたりと
いうことをします。

質問者　でも在宅に行ったあとの週末に家にいてもしんどいからというときの
活用で、そういう費用が発生するということですかね。

安發　半分は里親と半分は在宅支援施設になります。

高橋　そういう民間のアソシエーションというのは、何人ぐらい働いているん
でしょう。そういう方々がいわゆる実親を支援したりとか、サービスを提供し
ているということですよね。

安發　でも企業と同じなので、本当にコングロマリットみたいな全国に 300 カ
所とか 500 カ所とか持っていてというようなところもありますし、徳永さんと
訪問したところとかは 1つの箇所にサービスが 5つあって、親クラブと日本の
いわゆる施設と里親宅と、あとは赤ちゃんを一時預かるみたいなことがありま
す。なのでそれぞれのアソシエーションが、うちはこんな新しい取り組みを始
めましたと県に言って、例えば助施設にしても、特別欲求不満が溜まって暴力
的になるような男の子たちを受け入れている、もうスポーツ施設がめちゃく
ちゃ整っているような施設があって、イライラしたらみんなでバスケしてこい
みたいな、想像したらそういうちょっと多動な子が優先的にそこに流れ込んで
きて、そこのアソシエーションはそれでまたいい面になったりとか、そういっ
たことをしています。
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高橋　そのアソシエーションは株式会社とかでもいいんですか。それとも非営
利団体なのか。あとはそのサービスを評価する団体なんかはあるのでしょう
か。

安發　それは県が見ています。

司会　非営利団体…日本の非営利団体とイコールではないですね。

安發　でも職員の給料とかはちゃんと稼いでいかないと新しいサービスって始
められないから。あと、寄付を半分ぐらい貰っているようなところも多いで
す。

中村　儲けるかどうかでなく「ビジネスモデル」がそこで成り立っているとい
うことだと思うのです。私は「きょうとNPOセンター」という中間支援団体
の理事長もしていまして特に思うことがあります。さっきの官民連携の話で
す。基本的に日本は「公」が市民活動という民間をあまり信用していないので
す。官民のあり方がずいぶん違うと思っています。アソシエーションだった
ら、アメリカだったらNPOとか、社会的企業といいますか、かなり張り合い
ながらヒューマンサービス領域に入り込んでいます。そういう話の理解が一般
的にはどうしても必要で、官民連携というか、そこでいいサービスだったら当
然自治体・公は連携するはずです。それが安上がりになればいいというわけで
はないというところも先ほど指摘されていて、そういうことも大事だなと思っ
ています。
社会復帰というかやり直しの話に戻ります。協力雇用主さんたちがいて、少
年院を出た人たちを職親という形で、これも日本財団でプロジェクトをやって
いましたよね。私は大阪の南部の人たちと調査をしていて、どんな犯罪でも引
き受けますというユニークな職親さんや雇用主さんたちがいます。その人たち
がいろいろ研究しながらエビデンスを出しています。ユニークだったのが、薬
物事犯の話になりますが、違法薬物を使ってしまう人たちがいつ薬物を使うか
という調査をしたのです。そうしたら休みの日だったのです。仕事をさんざん
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して、ああ疲れたなあというとき、つまり土日とか連休とか年末年始にリスク
が高まるということのようでした。これを何とか阻止しなければならないなと
いうことで余暇開発に取り組んでいます。これは職業指導ではないです。「遊
び指導」的でもありますね。余暇の使い方がうまくないのです。だから犯罪に
巻き込まれていく。余暇と犯罪って結構重なっているのだと職親さんの話を聴
きながら思いました。余暇と犯罪は相当重なってくると思います。
でも余暇を指導するって変ですよね。遊び方を指導するって変です。つまり

「余計なお世話」です。だから機会をつくることにしたそうです。参加は自由
です。何をやったかというとボクシングジムなのです。ボクシングジムは人気
だそうです。相当暴力系の人たちもそこに参加してルールのある攻撃的行動へ
と置換していくのだそうです。そこに来てがんばっているのです。そこへもう
1つ大きな一群が参加してきたそうです。ひきこもり系の人たちです。学校に
行かないけれどもジムには来るようになったそうです。さらにそこにまた別の
ひとたちもくるようになったそうです。地元の中学校の生徒指導の先生です。
ひきこもっている人たちが出てきて、関係ない中学校の生徒指導の先生がボク
シングをしているんです。　
それで何がボクシングに効果があるかというと、階級が決まっていますよ
ね。対等な人同士しか対戦できないのです。もちろん喧嘩ではありません。ボ
クシングはスポーツです。そして 3分で終わるんです。そしてダウンしたらレ
フェリーが入ってくるわけです。だからルールがある攻撃性というのを余暇と
して楽しむということがとってもできていて、何度か見学しましたがとっても
楽しそうでした。安發さんのソーシャルワークの多様性のことから思い出しま
した。
地域の中にそういう選択肢がいっぱいあって、本人がそれを選んでいけると
いう。さらに本人がどうやって立ち直りの物語でもいいし、ゴッドファーザー
…ゴッドファーザーというと反社会的勢力のような感じがするんだけれども、
それで本人は物語を作っていけるということを社会が養育の責任保証としてや
れるというのがいいかなと思って聞いていました。だから日本も断片的だけれ
どもそういうのを集めていきながら、コンセプトをきちんとうち立てるという
ことになればいいかなと思いました。そしてエビデンスがあってというあたり
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が大事かなと思って聞いていました。

安發　その不登校の子たちについてもまさにそれはフランスでも同じように言
われていることで、バカンスや土日が特に落ち込むらしいです。なのでバカン
スや土日の間は毎日空いていて、アクティビティをさまざまできるところが
あって、そこの考え方としては何かできる・できたという成功体験、例えば馬
に乗るのが怖かったけれども乗れるようになったとか、そういうのがないと勉
強だってそんなに一生懸命取り組もうと思うようにならないじゃないかという
ようなところなのですけれども、でも地域のことについても、例えば産後うつ
とか日本の友だちで周りでも何人もいるんですけれども、フランスもいること
はいると思うんですが少なくて、そして日本の友だちから「いいよねフランス
は、ベビーシッターとかいるんでしょ」とか言うんですけれども、私だって中
高生のときに例えば近所の母子家庭の子どもとか、毎日放課後うちで預かって
るとか普通だったし、昔はそんなことでわざわざベビーシッターって言ったり
しなかっただけで、そういうやり取りがあったと思うのです。実際ベビーシッ
ターもフランスでずっと産後続けているのですけれども、それも改まったよう
なものではなくて、知り合いの娘さんが高校生だったり大学生だったから預
かってもらうとか、フランス語とか日本語を教える代わりに預かってもらうだ
とか、そういうことをするのがすごく普通なのに、日本の友だちからは「いい
よね、助けるとかそういうのはあんまりうちの親が反対すると思う」とか、だ
からなんかそこら辺ですごくお母さんたちが苦しくなってる部分があるんじゃ
ないかなというふうに思いました。
あともう 1つが、プロとして専門性がないとなかなか指導とか難しいという
ところが、まさに私も公務員をしていたときは生活保護担当で、23 歳の人が
アルコール中毒の人とかを前にいろいろ意見を言ったところで、なんか怒鳴ら
れたりするばっかりだったんですけれども、それがまさにアソシエーションの
民間の強いところで、民間ということは異動を定期的にしなければいけないな
んてそんなルールはもちろんないので、この道 30 年みたいな人たちがたくさ
んいて、そうしたらやっぱり説得力もあるし本当によく分かっているし、そう
いう人たちに普段から例えば私も 3カ月の保育園のときからいろいろ言われて
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いるので、専門家って本当にすごいんだってみんな経験として知っているわけ
なのです。だから話を聞きたいというふうに思うのです。なのでそこら辺、日
本は児童相談所を公務員がしてたりするというので、なかなか両親から信頼を
得るまでの道のりが難しいということもあるのではないかなと思いました。

中村　徳永さんはこのプロジェクトのために准教授をしてもらいお越しいただ
いているのですが、彼女はダブリンでソーシャルワークの学位を取っているの
です。養成課程の話を聴くとプロになっていくプロセスが日本とは異なりま
す。さらに安發さんに聞いたら、大学は単に社会福祉実習ということではな
く、相当に実践的な教育を組み込んでいるはずだといいます。24 単位のうち
60 単位ぐらいはそういうことをしないと修了できないということらしいです。
相当に大学教育が異なる様子です。徳永さんどうですか、ソーシャルワーカー
としてのさっきの高橋さんの専門性の育成は、違いますよね。

徳永　そうですね。あと、18 歳でソーシャルワークになれるというのが、い
まイギリスとかアイルランドでもソーシャルワーカーの職業がすごく不人気に
なってしまったので、いま 18 歳でもソーシャルワークの学部、マスターに進
めるのですけれども、当時、私が学部だった 20 年以上前は、21 歳にならない
とそもそもソーシャルワークの学部に入れなかったのです。なので社会経験や
多くの場合はさまざまな職業経験を経て、また大学に戻る先がソーシャルワー
クというのがあったので、やはり安發さんがおっしゃっていたように、なかな
か対人援助するときに当事者の方と、別に 22、23 歳の人が専門家として成立
しないというわけではないんですけれども、やっぱりその説得力とか経験とか
こちらの自信とか、そういう意味では年齢であるとか人生経験というのが 1つ
大きいのかなと思います。
今日ちょうど講座の方に来ていただいたのですけれども、自分の生育歴とか
自分の家族についても振り返る機会がもしかしたら日本の社会福祉教育の中で
すごくマスで教えるので、私たちのときは 1クラス 6人とか 8人だったので
す。今回の講座は 20 名でやっていますけれども、講座は 20 人ぐらいだと普通
の大学の授業よりかは、自分について振り返る機会になってくれたらというの
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がこの講座では大きい目的にしているのですけれども、やっぱり専門家も 1人
の人間なので、そういう機会がある方がそういう発達があるのかなと思うんで
すけれども。
高橋　社会的養育という意味でちょっと私もいろいろ考えるんですけれども、
このフォスタリングソーシャルワークの卒業式に、京都府立大学の津崎哲雄名
誉教授がいらしてお話をしてくださると聞いていますが、津崎先生ってずっと
里親のことも施設のことも研究していらした方なのですが、彼が書いているの
が、社会的養育の現代化って、要は国が親に恵まれなかった子どもに親代わり
の人を見つけることですというようなことを言ってるんです。やっぱり子ども
に対して責任を持つ大人を見つけてあげるということが国としての役目、「パー
マネンシ―」という言葉の別の言い方なのかなと思いますけれども、必ずしも
養子縁組だけでなくともそういうつながりを保つことは、別に里親でも施設で
もできる。もしくはもっと違った形態でゴッドファーザーとかでもできるのか
なと思っていて、それが子どもにとってすごく大切なのではないかなと、私は
いま思っています。
日本財団で「夢の奨学金」という、社会的養護を出たあとの子どもに奨学金
を提供しているのですけれども、大学に行くような子なので優秀な子どもたち
だと思うのですが、その中でもやっぱり 18 歳になって例えば一人暮らしを始
めると、社会的養護にいたときには出てこなかったいろいろな問題というか、
心の解決されなかったこと、そういうことが出てくる子が多くて、メンタルと
かそもそも自分は何のためにここにいるのかとか、そういうことにやっぱりつ
まずいてしまう子がすごく多くて、それってやっぱり根っこがないというか、
すごく基本的な信頼関係がある人に恵まれてないというところがすごく大きい
のではないかなと、そういう子たちと話していて思うことがありまして、やっ
ぱりそういう基本的な信頼を持って付き合える大人に子どもには是非めぐり
合ってほしいなと思っております。

司会　ありがとうございます。どうでしょう、他にもまだお時間もありますの
で。
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質問者　ここ半年ぐらい安發さんと一緒にお仕事させていただきまして、安發
さんから今回のシンポジウムをご紹介いただきました者です。いろいろと有意
義なお話をお聞かせくださいましてありがとうございました。
質問が 2つぐらいあるのですけれども、フランスのその制度とかに関してな
んですけれども、先ほど安發さんがおっしゃっていた地区のソーシャルワー
カーとか、そういうかかりつけみたいな制度というのは、さっき安發さんがお
話しされていたので多分パリ市のお話で、結構人口が密集している地域のお話
だと思うのです。フランスでパリよりも人口が分散しているような地域だと、
たぶん同じような制度ではいかないような気がしていて、パリ市以外の県でそ
ういう地区のソーシャルワーカーみたいな仕事だとか、そういう仕事の役割を
担っているような機関ってあるのかなというのが 1点です。
あと、先ほど安發さんがおっしゃった児童相談所が子どもと親の両方の支援
をするという中で、親になることに関する教育みたいなことも必要だみたいな
ことをおっしゃっていたと思うのですけれども、そのあたりもう少しどういう
ことを教えているというか、どういうことが大事だと思われているのかなみた
いなのがあれば、教えていただきたいと思います。

安發　このソーシャルワーカー制度については、区ごとにあるということに決
まっているので、なので地方だとしても同じ仕組みなのですけれども、実際、
もしかしたら行ってみたらちょっと働き方が違うということはあるかもしれま
せん。ただ日本と違って、やっぱり一定最初から高齢だとか障害だとか子ども
だとか分かれているわけではないということはどこも同じだそうです。
それから親の支援についてなのですけれども、例えば親が病院に行ったりだ
とか、その子どもの予防接種に行ったりだとか、そういうときに例えば児相の
ワーカーが一緒に付き添って、その児相も親担当と子ども担当とセクションが
分かれているということもあるのですけれども、または、その委託した先の里
親をしているアソシエーションで子ども担当と親担当とワーカーが別々に分か
れているということもあります。そのワーカーが例えばそういうお母さんの大
事な何かのタイミングに一緒に行って、その道中にお母さんと話すことの中か
ら何かつなげられるようなケアがないかというのを拾って、そして例えばその
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子どもと自分は育ったのが違う国で、フランスで育った子どもと意見が合わな
くて、そこが喧嘩の原因になるとかそういうことであれば、異文化の親子関係
を仲介するような特別な心理士がいるので、そういうところに例えばつなげる
ですとか、そうやって親が何につまずいているのか、何が難しさなのかという
ことをくみ取ることが、その親担当のワーカーの仕事です。
それで民間ですと、自分の行きたいポジションだったり自分の行きたいアソ
シエーションだったり、キャリアアップしていきたいという欲求がもちろんあ
るものなので、そのために大学院に入り直したりだとか、博士課程を取ったり
するソーシャルワーカーだったり、フランスでいうエデュケーターはたくさん
いて、なのである程度ポジションが高い管理職だとかに聞くと、修士は 2つ 3
つは持っていて、しかもそれも範囲が心理とだとかに限らず、例えば心理とリ
スク対応とマネジメントとソーシャルワークを持っているとか、そんな感じで
みんなキャリアアップしていきます。
あとは恒久的家族を得るということには全く拘っていなくて、社会的親とい
うふうにフランス語では言うんですけれども、自分の親以外に社会的ソーシャ
ルな親に出会えたらハッピーだよねというような考え方なので、里親だとか
えって選択肢が限られるわけで、施設だったらもっといろんな大人に会う中
で、どこで自分にとってすごく信頼できる自分のことを考えてくれる大人に出
会えるかというのは、自分次第だと思うのです。なので施設だとしたら大人は
いろいろいるし、施設の子どもだったとしても受け皿が施設だけではなくて、
児相関係でやっている週末過ごせる場所があるんです。その週末を過ごせる場
所はアクティビティを提供しているところで、そこで社会的親に会うかもしれ
ないし、あとはクラブ活動をやっていてもっとソーシャルなクラブ活動で、心
理士も一緒なのです。その心理士も日本だったら対面だったりすることが多い
のですけれども、フランスの場合は子どもの心理士は基本的に一緒にアクティ
ビティをするので、なのでその心理士が例えば一緒に絵を描いて、その中でケ
アを進めていくというような方法を取ったりしていくので、社会的養護の子ど
もにとっても場所がたくさんあって、その中で自分にとっての社会的親を見つ
けて、その人がキーパーソンとなって動いていくというような対応の仕方をし
ています。
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司会　ありがとうございます。他いかがでしょうか。

質問者　1つ質問は、フォスタリングソーシャルワーカーの専門職講座の受講
生の方がここに来ていらっしゃって発言してもいいなと思う方がいらしたら、
感想などを聞きたいなと思っているというのが 1つで、私は小学校、中学校、
高校の教員を 30 年やってきたのですけれども、日本の学校の担任業務って結
構やってきたよなって自分では思っていて、今日はため息だけではなくてホウ
～って思っています。
個人としては、学童もあるし入れなかったりするけれども保育所もあるし、
高いけれども二条駅のすぐ横に託児託老っていう民間のところがあるのです。
そこは看護師さんと保育士さんでスタートしたところで、高齢の方の病院付き
添いもやるし、ちょっと個人的な話ですけれども私の祖母は 99 歳なんです。
認知症でもなく 1人で暮らしていて、でも近くにいる母は 80 歳なんです。だ
から昨日、ケアマネさんとかかかりつけ医とかと 6人でカンファを自宅でやっ
たのですけれども、すごいんです皆さん。その専門性を活かしてうちの母が
ちゃんと介護しきれるかとか、罪悪感ないかとか、どのタイミングでショート
ステイをやっておくかとか、デイケアという発想が 99 歳の祖母にはまったく
ないので、デイケアの話をしたときに、「うん、体験で行ってみたけど年寄り
ばっかりやったで」って。あなたが一番高齢ですからっていう、そういう感じ
の祖母がいるんです。
高齢で 99 歳だから、特別手厚くしてもらっているということもあるかもし
れないですけれども、そういう断片的なことでいうと日本も別にゼロではな
い。一元化されていないだけとか、「ワンストップ窓口」みたいに困ったらこ
こみたいな感じに誰もがアクセスしやすい状態ではなくて、いち早く電話する
のは確かに敷居が高い。でも学校の教員だからしようと思う。あるいはもう
ちょっと虐待と言わずに、リスクということだとか、今の社会的親というのは
まさにいま教員が担っていることで、ご飯を食べられてないなとか、私服汚れ
てるなとか、合宿に持ってくるもの持ってこれてないな、とかいうのは一番気
づくところであったり、歯医者さんとの連携だとか歯科健診も学校でやってい
るし、小学校・中学校・高校って結構やってるよなということをいま思ってい
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ます。
それでソーシャルな親というのは何だろう、受講生の方から感想なりコメン
トなり、もしもしゃべってもいいよという方がいらしたらお願いします。
司会　いいですか。

受講生　失礼します。ちょっと感想を。先週の講座で卒業式に向けて 3分間の
感想を言うようにということを、一人ひとり時間を与えられてそこでもお話を
したんですけれども、そこで言えなかった感想、思っていることなんかをお話
しできたらなと思うのですが、この 8カ月の講座をかけて 1コマずつ依存の勉
強だったり性教育の勉強だったりというのを入れていただいているのです。私
は児童養護施設の職員をしておりまして、そこでも研修は行ってきたのですけ
れども、そこで行く研修では性教育について勉強してきなさいとか、子どもの
アタッチメントのことについて勉強してきなさいとか言われて勉強はしてきた
のですけれども、そこで単発的に行く研修と、この 8カ月間でつながってやっ
てきた研修というのが、自分の中でやっぱりこの 8カ月間やってくるとすごく
しっくりくるんです。
児童養護施設を卒業した子どもたちとも今ものすごく関わっているんですけ
れども、この研修では、自分自身のことだったりその子どものことが頭に浮か
びながら受講することが今できていて、私の中でトラウマってあるのかなって
思っていたのですけれども、この講座を受けてから私の自分の課題ってこれ
だったんだという、ものすごく自分のことを考える時間になっているなと思っ
ていて、今のフォスタリング機関の仕事にどうこの研修を反映させていくのか
というところまでは、今まだ消化はできてないのですけれども、ソーシャル
ワークをする中で自分自身のカラーとか自分の特徴・強みというのをものすご
く考えさせる研修だなと思っています。

司会　ありがとうございます。いいコメントでちょっと感動しました。いい感
想をありがとうございました。

中村　最後は高橋さんが締めてくれるはずです。私の印象は、社会的親・社会
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的養育という言い方が主流になるといいなと思います。養護っていう「護」っ
ていう字はあまり使いたくなかったのです。それは育つ主体が可視化されるか
らです。護ることも必要だけれども自分が育っていくということの機会と資源
と権利をどう保障するかということが、社会的共同養育、社会的親にみんなが
なっていくことだと思います。何か特別な子どもたちというよりも社会的自立
にむけてすべての青年が課題をもっている印象もあります。家族に抱え込まれ
ているという感じもします。
それはやっぱりユニバーサルな課題だと思います。どの子もや社会的な養育
のなかで育つことがいいのかと思います。いまどき家庭でしか育ってないとい
うのは狭いです。
それで 18 歳で成人になるのでひとつのチャンスです。社会が自立を考える
ことになります。18 歳を超えて家にいる人は下宿代を取ったほうがいいなと
思うんです。子どもからきちんと下宿代を取れる親になったほうがいいのでは
ないか。携帯電話で家族割をいつまでもするなと自省もしています。それで私
が個人でできることをしてみました。私は京都市の北区に住んでいますが、娘
が大学生になったときに北区に下宿させたんです。5分ぐらい先のところです
が、そんなこともあって 18 歳の自立ということに一人ひとりがどう責任を持
てるかということなのです。
今の社会の事情からすると、ひきこもりや不登校もありうると思います。ユ
ニバーサルに若者サービスも含めてどうできるかというのを社会が考えていく
ということです。ひきこもりのあとは社会的自立へのサービスがたくさんある
といいかと。ハウジングのこともシェアハウスもいいです。生き延び方に社会
的養育の話がずいぶんと役立つはずです。
それともうひとつ私がこの講座で組んだのは、通例の福祉講座では来ないよ
うな講師を呼んだことです。里子が不登校になったらどうするか。里子が薬物
を使ったらどうするか。里子がものを非行となり盗んだらどうするか。普通は
措置解除として戻されていくかもしれませんが、そのときにきちんと手紙書い
てやり取りできるかどうか。ひとたび我が家にいたんだから手紙のやりとりが
できるといいなと思います。少年院からでもいいから手紙頂戴って言えるよう
な関係はやっぱり作っておきたいですよね。里子が不登校になった。そのとき
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にちゃんと再び学校に行くことだけが不登校の解決ではないよねって言える、
選択肢の幅のあるアドバイスができるような里親になってほしかったのです。
再登校だけが最終解決じゃないと時代は変わっています。学びの多様化という
方法ができたのだから、そうするとホームエデュケーションでもいいんじゃな
いか、認定フリースクールでもいいんじゃないかって言えるような親が目指さ
れるべきなのです。これは里親だけではなく社会の中の親一般にもって欲しい
考えです。再登校刺激だけが親の役割ではありません。それでその講師にお願
いしたのは、「不登校になってよかった」なって言える子どもになってほしい
なっていうことなのです。つまり不登校になってよかったって言えるというこ
とは、不登校を自分の物語にできたということなのです。ネガティブな人生だ
けではなかったよねって言えるといいなと。もし不登校になってなかったら、
いじめで自殺するかもしれません。そうなると、よく不登校を選んだよねって
言えるぐらいの、逆にいうと不登校になってもちゃんと学ぶ機会が保障されて
いけばいい。
薬物もそうなのです。断薬だけが解決形態ではないよねって言える親になり
たいよねと思うのです。というと、相当論争的なので、これもちゃんと薬物
使ってしまったといってハグできるかどうか。こういう親がやっぱりいいかな
と思うのです。薬使えとは言いませんけれども、そんなふうにして立ち直りを
どうアドバイスできるかなとか、いろんなことを考えながら講座を組んでいる
のです。通例のソーシャルワークでは組まないような人をいっぱい呼んでき
て、意識をちょっとかく乱させているのです。家族の多様性が急速に進んでい
る社会の里親というアプローチが大切になります。　
それで大阪ではゲイのカップルが里親認定されています。来年度の講座では
レインボーフォスタリングの話もしようと思っています。
紹介してきたような多様な家族や個人の生き方にそくして社会的養育やケア
も語れるようにしていきたいと考えています。これを全部つないでいく大きな
筋がいります。やっぱり理念がいるなと思うのです。社会的にも特別養子縁組
へと接続していく流れもありますが、やはり基本はライフストーリーワークが
きちんとできて、真実も受け入れられて、みんなが自分の人生の主人公になっ
ていくことが大事かと思います。社会的養育は共同で生きる知恵なのでダイナ
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ミックだと思います。
それから先ほど大学のことに結構安發さんは発言してくれていて、そのぴっ
たりの研究科を作ったのです。立命館の人間科学研究科というんですけれど
も、夜間も来れるしいろんな学位も取れるし、そこの教員たちも個性的です。
いろんなことをやりながらカウンセリングルームに閉じこもらない、社会的に
活動できる心理士をつくろうと思ってやっています。日本財団の一連の先駆的
なプロジェクトに私も共鳴して、結構自由にやらせてくれるのでいろいろ試み
ている取り組みの一端を今日は共有しました。

司会　ありがとうございます。では高橋さんお願いします。

高橋　ちょっとまとまらないのですけれども、お話を伺った中ですごくいいな
と思ったのは、子どもの養育が家族だけのものではないというふうに国全体で
考えているのがいいなと。日本だと育てられないなら無駄みたいな風潮とか、
子どもを育てられないことに対する親がだめだみたいな考えってすごく大きい
ような気がしていて、子どもをケアするのがお役人と地方公共団体の責務であ
るということ。そのためにはやっぱり親を支援するのも責務であるというふう
な考えに日本が変わっていくのがいいんじゃないかなと、私は聞きながら思っ
ていました。
あとは子どもの権利に基づきまして、子どもの権利を中心に据えてすべての
子ども施策を考えていくような方向に日本も行くべきではないかなと思ってい
ます。やっぱり子どもの虐待をいま厚労省も一生懸命やっていますけれども、
厚労省だけでは全国に 200 ある児相だけで解決なんか絶対できるはずがなく、
司法が当然入るべきだし、警察もやっぱり入るべきだと思うし、それを国全体
でやるためにはやっぱり厚労省だけではできず、因みに障害者権利条約だと、
ちゃんと内閣府に障害者政策委員会という障害者の権利条約をモニタリングし
ているところがありますし、女子差別撤廃条約も男女共同参画局があり男女共
同参画会議というのがあって、一応基本計画を作ってやっているわけです。
それに対して子どもの貧困とかはやっていますけれども、子ども全体の権利
を考えた施策というのは日本ではできてないなと思っています。なので子ども
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の権利に関する包括的な「子ども権利基本法」みたいなものを作る。男女共同
参画社会基本法や障害者基本法などがあるのに対して、子どもって権利をちゃ
んと書いた基本法が今ないのです。それをまず作る。それから内閣府の中に、
教育とか厚労省とか警察とか法務局とか全部調整した上で子どもの権利を守っ
ていくような、調整するような「子ども局」みたいなものを作る。そういうこ
とを日本財団としては提案していきたいと思っておりますので、皆さんぜひ応
援してください。ありがとうございます。

司会　それでは今日は長丁場ですけれども、皆さんお付き合いいただきありが
とうございます。今日はこのような形で、フランスを軸に少し日本の現状を考
え直してみる機会になりました。日本財団に助成いただいているフォスタリン
グ・ソーシャルワーク専門職講座についても皆さんに少し知っていただくこと
ができたと思います。今後もいろいろ発信していこうと思いますのでよろしく
お願いします。本日はありがとうございました。お三方もありがとうございま
した。




